
事業報告書等の提出がないNPO法人への対応フロー図

例

決算期3月末の
場合

決算期 ３月末

提出期限１箇月前 ５月末

６月末 提出 未提出の場合

期限後　１週間経過 ７月初旬

提出

未提出の場合

期限後　１箇月経過 ７月末

提出

未提出の場合

期限後　２箇月経過 ８月末

提出

未提出の場合

未提出の場合

未提出の場合

未提出の場合

　なお、既に３年以上にわたって事業報告書等の提出がない法人に対しては、上記の手続きを適用せずに、
行政手続法に規定された聴聞を開催のうえ、設立の認証の取り消しを行う場合があります。

翌事業年度（２年目） 前年と同様の対応（①～⑥）

前年と同様の対応（①～④）

聴聞
翌々事業年度（３年目）

設立認証の取り消し

京都府HPで設立認証を取り消した
法人名を公開

⑥京都府HPで過料事件通知を行った
法人名を公開

提出期限（事業年度初
めの３箇月以内）

時期

期限後　３箇月経過 １０月初旬

処理フロー図

①事業報告書等提出時期のお知らせ

③督促書の送付（法人あて）

④督促書の送付（法人役員あて）

⑤地方裁判所に過料事件通知
（代表権を有する理事）

②電話による提出の指導（法人あて）

事 業 報 告 書 等 提 出 期 限


